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第  87 号 議  案   

令和 7年 2月19日提 出   

 

   物品購入契約締結について 

 

 次のとおり物品購入契約を締結する。 

 

浜松市長  中  野  祐  介  

 

品  名 概   要 契 約 金 額 契約方法 契約者住所氏名 

 

学校等体育

館スポット

クーラー 

 

 

大型スポットクーラー 

 147施設 

296台導入 

 

273,504,000円 

 

特定調達 

契  約 

一般競争 

入  札 

 

東京都渋谷区 

笹塚三丁目 

33番3号 

株式会社電池屋 

代表取締役 

横森 弘充 
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議案（２）の参考資料 

 

第  87 号議案 物品購入契約締結について（学校等体育館スポットクーラー） 

 

学校等体育館スポットクーラーの物品購入契約締結について、浜松市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

基づき、提案するものであります。 

 

※ 浜松市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例抄 

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さな

ければならない財産の取得又は処分は、予定価格４，０００万円以上の不

動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い（土地については、その面積が

１件１万平方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の

受益権の買入れ若しくは売払いとする。 
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（第 87 号議案の説明資料） 

教育施設課  

市立高等学校  

危機管理課  

 

物品購入契約締結について（学校等体育館スポットクーラー） 

 

（提案理由） 

  体育授業時における児童生徒の熱中症予防及び指定避難所開設時の生活環境改善のた

め、全ての市立小中学校及び市立高等学校等の体育館にスポットクーラーを整備するた

め、物品購入契約を締結するものです。 

 

品  名 概   要 契 約 金 額 契約方法 契約者住所氏名 

 

学校等体育

館スポット

クーラー 

 

 

大型スポットクーラー 

 147施設 

296台導入 

 

273,504,000円 

 

特定調達 

契  約 

一般競争 

入  札 

 

東京都渋谷区 

笹塚三丁目 

33番3号 

株式会社電池屋 

代表取締役 

横森 弘充 

 
（設置場所） 
 １ 小中学校（教育施設課） 284 台 
   140 校 142 施設（細江中学校 2 施設、浜松中部学園 2施設）、1 施設あたり 2 台 

 ２ 浜松市立高等学校（市立高等学校） 4 台 
   1 校 1 施設、1 施設あたり 4 台 

 ３ 指定避難所体育館（危機管理課） 8台 
   4 施設（雄踏総合体育館、舞阪総合体育館、奥山体育センター、水窪総合体育館） 

   1 施設あたり 2 台 
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